
申込方法（ 事前申込制 ）

裏面の参加条件をお読みいただき、当財団
HPより参加申込書をダウンロードしご記
入の上、下記財団宛てにメール,Fax,また
は郵送にてご送付ください。ご希望の方に
は資料をお送りします。保護者の方も参加
される場合は、別途申込書が必要です。
２月15日まで受付します。（先着40名様
定員になり次第受付終了します。）

申込・問合せ先 (主催) 公益財団法人海技教育財団

〒102-0093   東京都千代田区平河町2-6-4
     TEL 03-3288-0991    FAX 03-3288-0992
     E-mail ship@macf.jp

共催： 公益財団法人日本海事広報協会
協力： 独立行政法人海技教育機構

   後援： 神戸市教育委員会

当財団のHPはこ

ちらからご覧くださ
い。
https://macf.jp/

HPからも、申込書等ダウンロード
出来ます。

海王丸ってどんな船…?！

帆船「海王丸」海洋教室 実施要項

◆実施場所： 神戸港停泊中の海王丸

◆実施日時： 令和 ８年３月１日（日）

                    午前９時～11時30分（集合時間８時３０分）

◆参加資格： 小学校４年生以上の健康な生徒

（付き添いの保護者も参加申込可。）

◆実施内容： 船内見学・ヤシ摺り体験・ロープの取り扱い・

船員さんへの質問コーナー等

◆参加料： 1,000円（教材費、写真代、傷害保険、お土産

              の練習船カレーやオリジナルトートバッグ含む。）

                     
＊実施内容は天候等の事由で変更または中止する場合があります。

優美な姿から海の貴婦人と呼ばれる大型練習帆船「海王丸」で海洋教室を行います 日本最

大級の練習帆船「海王丸」に乗船して、船や海について楽しく学んで思い出づくりしません

か お一人参加、お友だち同士、親子参加など皆様のご参加をお待ちしています～♪

船内は、
お部屋が
沢山あっ
てまるで
迷路...

---------------------------------

in 神戸港海・船の思い出づくり

船内見学ブリッジ見学

神戸港

参加者募集！！



帆船海王丸体験航海・海洋教室への参加条件 

このイベント事業は、公益財団法人海技教育財団（以下「財団」という。）が、独立行政法人海技教育機構（以

下「機構」という。）の協力を得て、機構が運航する練習船海王丸を使用して行うものであり、下記条件により                                                                                                                                                                                                                                                                               

実施します。 

 

 

一．財団及び機構の責任及び免責事項 

１．財団の責任及び免責事項 

（１）財団は、イベント事業の実施（海王丸の運航、船舶設備、船舶管理及び乗組員の指導等の行為に係る部分

を除く。以下同じ。）にあたって、責任の範囲は、次のとおりとします。 

   ① 遠洋体験航海 

      イベント事業の参加者（以下「参加者」という。）が海王丸の舷梯に足をかけてから、海王丸を下船し、

海王丸の接岸岸壁から当該接岸岸壁のゲートを出るまで 

   ② 国内体験航海及び海洋教室 

      参加者が海王丸の舷梯に足をかけてから、下船し、海王丸の舷梯を離れるときまで 

（２）財団は、イベント事業の実施にあたっては、財団の故意又は過失によりイベント事業の参加者が 

   損害を被られたときは、その損害について適切な範囲で補償します。 

（３）財団は、イベント事業の実施にあたり、参加者が次に例示するような事由により損害を被られたときは、

その責めを負いません。 

① 天変地異や荒天などにより、当該コースの中止若しくは変更を余儀なくされたとき。 

② 参加者が発病されたとき又は財団の故意若しくは過失がなく不慮の事故に遇われたとき。 

（４）参加者は、船内に持ち込んだ手回り品などを自己の責任において保管しなければなりません。 

財団は、参加者の手回り品（現金及び貴重品を含む。）などの損害について責めを負いません。 

２．機構の責任及び免責事項 

（１）機構は、参加者が、練習船の運航、船舶管理及び乗組員の指導等の故意若しくは過失又は船舶設備の瑕疵

により、損害を被られ、又は航海中に行方不明となられたときは、その損害について適切な範囲で補償し

ます。 

（２）機構は、上記の損害又は行方不明が次の事由により生じたものであるときは、その責めを負いません。 

① 参加者の故意又は重大な過失 

② 参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為 

③ 参加者の脳疾患、疾病、心神喪失、既往症又は身体的障害 

④ 参加者の妊娠、出産、早産又は流産 

⑤ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が機構の責めによるものである場合はこ

の限りではない。 

⑥ 地震・噴火・津波若しくは予測しがたい気象条件などによる災害又はこれらに随伴して生じた事故 

⑦ 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれ

らの特性による事故 

⑧ ⑦以外の放射線照射又は放射能汚染 

⑨ 戦争、テロ、革命等の事変 

   （３）機構は、イベントを中止若しくは変更したことにより参加者および参加予定者が被った損害に対しては、

中止若しくは変更の事由が天変地異や荒天などの安全上やむを得ないものである場合には、その責めを負

いません。 

（４）①参加者は、船室に持ち込んだ手回り品などを自己の責任において保管しなければなりません。 

②機構は、機構に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、参加者の手回り品などの損害につ

いて適切な範囲で補償します。 

二．参加者の責任 

参加者の故意又は過失、公序良俗に反する行為、各コースに定める諸条件に背く行為又は船内における注意

事項・遵守事項を守らなかったことにより財団又は機構が損害を受けたときは、当財団又は機構は、当該参加

者に対し、その損害の賠償を求めることができます。 

○ 傷害保険等への加入のおすすめ 

参加者各位が体験航海中に被られる損害については、上記の範囲で一定の補償をさせていただきますが、体験航

海等に安心して参加していただくためにも、参加者ご自身で適切な保険に加入されることをおすすめいたします。 
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